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秋田県公報
■　目　次　■

　　　条　例
　○知事等の給与および旅費に関する条例の一部を改正する条例（３５・人事課）……………………………………２
　○教育長の給与及び旅費等に関する条例の一部を改正する条例（３６・教職員給与課）……………………………２

◇知事等の給与および旅費に関する条例の一部を改正する条例（秋田県条例第35号）
１　知事等の給与および旅費に関する条例（昭和31年秋田県条例第33号）の一部改正（第１条による改正）
　⑴　知事等の給料月額を減額する特例措置の適用期限を平成26年10月31日（現行平成25年４月30日）まで延長するこ
　ととした。（附則第４項関係）
　⑵　知事等の期末手当について、平成25年６月から平成28年12月までの間、知事にあっては100分の20、副知事及び
　常勤の監査委員にあっては100分の15に相当する額を減ずることとした。（附則第５項関係）
　⑶　その他所要の規定の整理を行うこととした。
２　知事等の給与および旅費に関する条例の一部改正（第２条による改正）
　　知事等の給料月額を減額する特例措置について、平成26年11月１日から平成29年４月30日までの間、その減額する
割合を知事にあっては100分の20（改正前100分の25）、副知事及び常勤の監査委員にあっては100分の15（改正前100
分の20）に引き下げて継続することとした。（附則第４項関係）
３　施行期日
　　この条例は、公布の日から施行することとした。ただし、２は、平成26年11月１日から施行することとした。

◇教育長の給与及び旅費等に関する条例の一部を改正する条例（秋田県条例第36号）
１　教育長の給与及び旅費等に関する条例（昭和58年秋田県条例第17号）の一部改正（第１条による改正）
　⑴　教育長の給料月額を減額する特例措置の適用期限を平成26年10月31日（現行平成25年４月30日）まで延長するこ
　ととした。（附則第２項関係）
　⑵　教育長の期末手当について、平成25年６月から平成28年12月までの間、100分の15に相当する額を減ずることと
　した。（附則第３項関係）
　⑶　その他所要の規定の整理を行うこととした。
２　教育長の給与及び旅費等に関する条例の一部改正（第２条による改正）
　　教育長の給料月額を減額する特例措置について、平成26年11月１日から平成29年４月30日までの間、その減額する
割合を100分の15（改正前100分の20）に引き下げて継続することとした。（附則第２項関係）
３　施行期日
　　この条例は、公布の日から施行することとした。ただし、２は、平成26年11月１日から施行することとした。
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条　　　　　　　　例
　 次 に 掲 げ る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。　

　 一　 知 事 等 の 給 与 お よ び 旅 費 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 二　 教 育 長 の 給 与 及 び 旅 費 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 　 平 成 二 十 五 年 四 月 二 十 六 日

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 秋 田 県 知 事　 佐　 竹　 敬　 久　
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